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領
証
が
返
還
さ
れ
な
い
場
合
を

想
定
し
た
無
効
と
な
る
宣
誓
に

関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
一
部

変
更
を
行
っ
た
。

制
度
導
入
に
よ
り
対
応
で
き

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
検
討
状
況

等
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
趣

て
で
あ
っ
た
。

「
藤
沢
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
（
案
）」
の
、
素

案
か
ら
の
主
な
変
更
点
と
し
て

は
、
双
方
の
意
思
に
よ
る
こ
と

の
で
き
な
い
特
別
な
事
情
を
想

定
し
た
受
領
証
の
返
還
や
、
受

次
に
、
当
事
者
等
か
ら
の
主

な
意
見
に
つ
い
て
は
、
意
見
募

集
を
10
月
20
日
か
ら
11
月
５
日

ま
で
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
実
施
し
、
６
人
か
ら
意

見
を
頂
い
た
。
意
見
の
内
容
と

し
て
は
、
宣
誓
者
の
要
件
や
、

制
度
の
周
知
啓
発
に
関
す
る
こ

と
、
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

制
度
が
あ
る
だ
け
で
安
心
材
料

に
な
る
と
い
っ
た
意
見
や
、
市

内
だ
け
で
な
く
、
湘
南
エ
リ
ア

や
神
奈
川
県
全
域
で
の
相
互
利

用
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
望
む

意
見
等
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
本
市
に
お
い
て
、
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

に
関
す
る
研
修
等
の
講
師
を
し

て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
あ
る
方 

々
に
対
し
、
制
度
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
２

人
か
ら
回
答
が
あ
っ
た
。
主
な

意
見
等
と
し
て
は
、
日
常
生
活

で
の
困
り
事
に
つ
い
て
、
制
度

導
入
に
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い

導
入
に
向
け
た
取
組
状
況
に
つ

い
て
中
間
報
告
を
行
っ
た
。
そ

の
後
、
当
事
者
等
か
ら
の
意
見

募
集
を
実
施
す
る
な
ど
、
様
々

な
立
場
の
方
々
か
ら
頂
い
た
意

見
等
を
踏
ま
え
、
本
制
度
の
案

を
作
成
し
た
。

ま
ず
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
の
実
施
結
果
と
し
て
は
、
７

月
28
日
か
ら
８
月
26
日
ま
で
実

施
し
、
20
人
か
ら
49
件
の
意
見

等
を
頂
い
た
。

③
藤
沢
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
（
報
告
）
④
朝
日
町

駐
車
場
の
運
営
の
見
直
し
⑤
藤

沢
市
受
援
計
画（
素
案
）等-

以
上
５
件
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
た
。

○
藤
沢
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
に
つ
い
て
（
報
告
）

〈
市
の
説
明
〉

藤
沢
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
に
つ
い
て
は
、
令
和

２
年
９
月
に
、
宣
誓
者
の
要
件

や
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
た（
仮

称
）
藤
沢
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
の
素
案
及
び
制
度

旨
を
踏
ま
え
、
法
律
上
定
め
の

あ
る
も
の
を
除
き
、
各
部
局
に

お
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。

主
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
検
討

及
び
対
応
状
況
と
し
て
は
、
市

営
住
宅
の
入
居
者
資
格
条
件
の

対
象
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
検

討
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
、
市

民
病
院
に
お
け
る
病
状
説
明
や

手
術
の
同
意
な
ど
の
際
に
お
い

て
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
同
席
や

同
意
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

患
者
本
人
の
希
望
に
基
づ
き
対

応
し
て
い
る
。

最
後
に
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
と
し
て
は
、こ
の
報
告
後
、

制
度
施
行
に
向
け
た
準
備
を
始

め
、
３
年
１
月
に
職
員
へ
の
制

度
の
周
知
、
２
月
に
は
関
係
機

関
等
へ
の
制
度
の
周
知
と
、
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

に
関
す
る
理
解
促
進
の
た
め
の

市
民
向
け
講
座
を
実
施
す
る
。

３
月
に
は
市
民
へ
の
制
度
の
周

知
を
行
い
、
４
月
１
日
か
ら
制

度
を
施
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

総
務
常
任
委
員
会
は
、
11
月

30
日
及
び
12
月
４
日
に
開
催
さ

れ
た
。

11
月
30
日
の
委
員
会
で
は
、

議
案
３
件
を
審
査
し
た
。
そ
の

結
果
、
議
案
は
全
て
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
た
。

12
月
４
日
の
委
員
会
で
は
、

議
案
２
件
を
審
査
し
た
。
そ
の

結
果
、
議
案
は
全
て
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
た
。

ま
た
、
①
令
和
３
年
度
組
織

改
正
の
概
要
（
案
）
②
「（
仮 

称
）
ふ
じ
さ
わ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
プ
ラ
ン
２
０
３
０
（
素
案
）」

常

委

会

任

員

・

別

員

の

特

委

会

動
き

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度

令
和
３
年
４
月
施
行
へ
準
備
を
進
め
る
総　務

改
定
時
期
の
変
更
⑥
藤
沢
市
空

家
等
対
策
計
画
（
素
案
）-

以
上
６
件
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
た
。

○
村
岡
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の

取
組
に
つ
い
て

〈
市
の
説
明
〉

村
岡
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
、
鎌
倉

市
及
び
本
市
の
３
県
市
で
平
成

30
年
度
に
合
意
し
た
「
藤
沢
市

村
岡
地
区
・
鎌
倉
市
深
沢
地
区

の
ま
ち
づ
く
り
と
村
岡
新
駅（
仮

称
）
設
置
に
関
す
る
合
意
書
」

を
踏
ま
え
、
令
和
２
年
度
内
に

村
岡
新
駅
設
置
及
び
周
辺
地
区

ま
ち
づ
く
り
事
業
の
実
施
判
断

を
予
定
し
て
い
る
。
今
回
は
６

月
定
例
会
で
の
報
告
以
降
の
取

組
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

県
、
鎌
倉
市
と
の
取
組
の
う

ち
、
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
の

検
討
に
つ
い
て
は
、
村
岡
地
区

と
深
沢
地
区
で
一
体
的
に
進
め

る
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
方

向
性
に
つ
い
て
の
調
整
及
び
両

地
区
一
体
に
よ
る
土
地
区
画
整

理
事
業
の
施
行
に
必
要
と
な
る

協
議
・
調
整
を
進
め
て
い
る
。

次
に
、
新
駅
設
置
に
関
す
る

検
討
に
つ
い
て
は
、
元
年
度
と

２
年
度
の
２
か
年
で
新
駅
設
置

及
び
自
由
通
路
の
概
略
設
計
を

Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
依
頼
し
て
お
り
、

今
後
、
概
略
事
業
費
及
び
概
略

施
工
期
間
等
が
明
ら
か
に
な
る

予
定
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
、
Ｊ

Ｒ
東
日
本
の
費
用
負
担
に
関
す

る
協
議
等
を
具
体
的
に
進
め
て

建
設
経
済
常
任
委
員
会
は
、

12
月
１
日
に
開
催
さ
れ
、
議
案

２
件
を
審
査
し
た
。そ
の
結
果
、

議
案
は
全
て
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

ま
た
、
①
藤
沢
市
工
場
立
地

に
関
す
る
準
則
を
定
め
る
条
例

（
藤
沢
市
工
場
立
地
法
準
則
条

例
）
の
制
定
及
び
藤
沢
市
緑
の

保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
関
す
る

素
案
②
村
岡
地
区
の
ま
ち
づ
く

り
の
取
組
③
旧
東
海
道
藤
沢
宿

街
な
み
継
承
地
区
に
お
け
る
歴

史
的
建
築
物
の
取
得
④
善
行
六

丁
目
特
定
土
地
の
原
状
回
復
⑤

藤
沢
市
耐
震
改
修
促
進
計
画
の

い
く
。

本
市
に
お
け
る
主
な
取
組
と

し
て
、
ま
ず
、
村
岡
新
駅
周
辺

地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

は
、
地
域
住
民
や
地
権
者
、
学

識
経
験
者
、
地
元
経
済
団
体
、

関
係
事
業
者
な
ど
を
メ
ン
バ
ー

と
し
た
村
岡
新
駅
周
辺
地
区
ま

ち
づ
く
り
検
討
会
議
で
の
意
見

を
基
に
、
村
岡
新
駅
周
辺
地
区

ま
ち
づ
く
り
方
針
（
素
案
）
を

ま
と
め
た
。

今
回
は
、
中
間
取
り
ま
と
め

以
降
に
新
た
に
追
加
し
た
箇
所

の
う
ち
、「
将
来
地
区
像
を
実

現
す
る
た
め
の
４
つ
の
重
要
テ

ー
マ
」「
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

に
向
け
た
推
進
方
策
」
を
例
に

挙
げ
る
。

「
将
来
地
区
像
を
実
現
す
る

た
め
の
４
つ
の
重
要
テ
ー
マ
」

で
は
、
①
創
造
的
な
場
づ
く
り

②
新
し
い
交
通
結
節
点
づ
く
り

③
緑
や
文
化
豊
か
な
ま
ち
づ
く

り
④
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
の
４
つ
の
重
要
テ
ー
マ
を
、

三
角
形
で
積
み
上
げ
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
位
置
づ
け
、
併
せ

て
街
の
機
能
構
造
と
の
関
係
性

を
示
し
て
い
る
。

「
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向

け
た
推
進
方
策
」
で
は
、
将
来

地
区
像
を
実
現
す
る
た
め
の
方

策
を
示
し
、
考
え
方
を
①
将
来

地
区
像
の
実
現
に
向
け
た
、「
つ

か
う
」
を
見
据
え
た
「
つ
く
る
」

②
先
導
的
な
取
組
を
推
進
す
る

主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
定
③

社
会
や
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
合
わ

せ
た
柔
軟
な
事
業
展
開
④
ま
ち

び
ら
き
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
管
理
と
見
直
し
の
、
大
き
く

４
つ
に
整
理
し
て
い
る
。

村
岡
新
駅
周
辺
地
区
ま
ち
づ

く
り
方
針
（
素
案
）
は
今
後
、

２
年
12
月
下
旬
か
ら
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
等
を
実
施
し
、
今

年
度
内
に
策
定
す
る
予
定
で
あ

る
。最

後
に
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
及
び
進
め
方
と
し
て
、
ま

ず
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
今
年
度
内
に
事
業
実
施
の

判
断
を
予
定
し
て
お
り
、
そ
の

際
の
判
断
材
料
と
す
る
新
駅
等

意

見

書

３
件
を
国
会
等
へ
提
出

令
和
２
年
度
内
に
実
施
判
断
を
予
定

村
岡
新
駅
周
辺
地
区
の

ま
ち
づ
く
り

建設経済

報
発
信
を
行
っ
て
き
た
。
引
き

続
き
、
感
染
症
予
防
策
を
講
じ

な
が
ら
、
地
権
者
や
地
元
住
民

へ
の
説
明
会
の
開
催
、
関
係
者

と
の
会
議
や
、
ま
ち
づ
く
り
ニ

ュ
ー
ス
等
で
の
発
信
の
機
会
を

設
け
、
事
業
の
理
解
が
得
ら
れ

る
よ
う
取
り
組
む
予
定
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
関
係
者
と
の
協
議

及
び
連
携
も
図
り
、
最
終
判
断

に
向
け
取
り
組
ん
で
い
く
。

の
概
略
設
計
や
、
ま
ち
づ
く
り

方
針
な
ど
は
早
期
に
一
定
の
結

果
が
出
る
よ
う
進
め
て
い
る
。

次
に
、
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
多

少
の
制
限
や
機
会
縮
小
な
ど
は

あ
っ
た
も
の
の
、
村
岡
地
区
諸

団
体
会
長
会
議
や
郷
土
づ
く
り

推
進
会
議
で
の
事
業
説
明
、
ま

ち
づ
く
り
ニ
ュ
ー
ス
等
で
の
情

○
私
学
助
成
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書
（
神
奈
川
県
宛
）

神
奈
川
県
の
私
立
学
校
は
、

各
校
が
建
学
の
精
神
に
基
づ

き
、豊
か
な
教
育
を
つ
く
り
、

神
奈
川
の
教
育
を
支
え
る
担

い
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、

生
活
保
護
世
帯
も
含
め
施
設

整
備
費
等
の
負
担
額
が
年
間

約
27
万
円
必
要
で
あ
り
、
さ

ら
な
る
私
学
助
成
の
拡
充
が

求
め
ら
れ
る
。

私
立
学
校
に
通
う
児
童
生

徒
の
保
護
者
負
担
を
軽
減
し
、

私
立
学
校
の
教
育
条
件
を
向

上
さ
せ
、
全
て
の
子
ど
も
た

ち
の
学
ぶ
権
利
を
保
障
す
る

た
め
、
私
学
助
成
を
一
層
拡

充
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
な

課
題
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
神
奈
川
県
に
対

し
、
令
和
３
年
度
予
算
に
お

い
て
私
学
助
成
の
拡
充
を
す

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

○
私
学
助
成
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書
（
国
宛
）

令
和
２
年
度
か
ら
施
行
さ

れ
た
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
制
度
の
拡
充
に
よ
り
、
私

立
高
等
学
校
に
お
い
て
は
学

費
無
償
化
へ
大
き
く
近
づ
い

た
。
し
か
し
、
年
収
５
９
０
万

円
以
上
の
世
帯
の
学
費
負
担
と
、

私
立
高
等
学
校
の
学
費
の
自
治

体
間
格
差
の
課
題
は
依
然
と
し

て
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
解
消

す
る
た
め
に
も
、
授
業
料
無
償

化
世
帯
と
支
給
対
象
の
拡
大
が

求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
る
経

済
活
動
へ
の
影
響
か
ら
、
家
計

の
急
変
が
起
き
て
い
る
た
め
、

経
済
的
な
理
由
に
よ
る
退
学
が

起
き
な
い
よ
う
緊
急
の
補
助
制

度
も
必
要
と
な
る
。

私
立
学
校
の
教
育
条
件
整
備

と
保
護
者
の
学
費
負
担
軽
減
の

た
め
に
、
私
立
学
校
振
興
助
成

法
に
の
っ
と
り
、
私
立
学
校
へ

の
経
常
費
助
成
国
庫
補
助
額
の

大
幅
な
増
額
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
、
公

私
の
学
費
格
差
を
さ
ら
に
改
善

し
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
の
学

ぶ
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、
私

学
助
成
の
一
層
の
充
実
を
図
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

○
性
犯
罪
に
関
す
る
刑
法
の
更

な
る
改
正
を
求
め
る
意
見
書

平
成
29
年
に
性
犯
罪
に
関
す

る
刑
法
の
改
正
案
が
国
会
で
可

決
・
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
改
正

は
、
強
姦
罪
が
性
別
を
問
わ

な
い
強
制
性
交
等
罪
に
改
称

さ
れ
、
懲
役
の
下
限
が
３
年

か
ら
５
年
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
告

訴
が
無
く
て
も
起
訴
で
き
る

非
親
告
罪
と
な
る
な
ど
、
画

期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
強
制
性
交
等
罪

の
成
立
要
件
に
脅
迫
、
暴
行

を
伴
う
こ
と
な
ど
が
必
要
と

さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
の
明

確
な
抵
抗
が
明
ら
か
で
な
い

限
り
加
害
者
を
罪
に
問
え
な

い
な
ど
、
改
正
内
容
は
不
十

分
で
あ
る
。
衆
参
両
院
に
お

い
て
は
付
帯
決
議
が
付
さ
れ
、

施
行
３
年
後
の
見
直
し
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
国
会
及
び
政
府
に

対
し
、
①
強
制
性
交
等
罪
に

お
け
る
「
暴
行
、
脅
迫
、
心

神
喪
失
、
抗
拒
不
能
等
」
の

要
件
を
見
直
す
こ
と
。
②
性

交
同
意
年
齢
を
引
き
上
げ
る

こ
と
。
③
不
同
意
の
性
行
為

を
刑
法
に
位
置
づ
け
る
こ
と
。

④
公
訴
時
効
の
撤
廃
を
含
め

た
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
⑤

監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護

者
性
交
等
罪
の
適
用
年
齢
の

拡
大
と
と
も
に
、
地
位
関
係

性
を
利
用
し
た
性
犯
罪
の
規

定
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
。

―
―
以
上
５
点
を
要
望
す
る
。

（
以
上
、
要
旨
を
掲
載
）
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